
契 約 変 更 年 月 日 令和7年1月21日

契 約 業 者 名
管内係留施設の大規模地震後における使用可否判定方策検討業務　ニュー
ジェック・沿岸技術研究センター設計共同体

契 約 業 者 の 住 所 広島市南区稲荷町5番18号

業 務 の 名 称 管内係留施設の大規模地震後における使用可否判定方策検討業務

業 務 場 所 広島港湾空港技術調査事務所指定の場所

業 種 区 分 建設コンサルタント等

業 務 概 要 別紙のとおり

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年10月8日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和7年3月26日

変更前の契約金額（税込み） ¥22,231,000

変 更 金 額 （ 税 込 み ） ¥3,300,000

変更後の契約金額（税込み） ¥25,531,000

変 更 理 由 別添変更理由書のとおり

（第1回、最終）契約変更の内容

（変更した内容について記述
する）



【別紙】



（別 紙） 

 

変 更 理 由 書  
 

 

 

１．業 務 名 管内係留施設の大規模地震後における使用可否判定方策検討業務 

 

２．工 期 令和６年１０月８日 ～ 令和７年２月２８日 

 

３．契約金額 当 初 22,231,000 円 

 

４．変更理由 

 

本業務は、中国地方整備局管内の港湾において大規模地震が発生した場合を想

定して、迅速かつ効率的に係留施設の使用可否を判定できるマニュアルを作成す

るものであるが、今般、以下の理由により設計図書の変更を行う必要が生じた。 

 

１）大規模地震後の係留施設の使用可否判定における対象船舶の違いによる検

証の追加 

 

大規模地震発災後の施設使用可否判定を検討するにあたり、設計対象船舶

以外の様々なサイズでの船舶緊急利用も想定した検討を行うことで、より柔

軟な使用可否判定が行える可能性があるのではないかとの意見が本業務検討

会の有識者よりあったため、対象船舶の違いによる検証を追加する。 

 

 

２）履行期間の延伸 

   

１）の追加に伴い、履行期間を令和 7 年 3 月 26 日まで延伸する。 

 

 


